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Waseda Vision 150 法学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

法学部

・⼀般⼊試において、法律を学ぶ上で求められる論理的思考⼒を有する者の受験機会拡充の⼀つとして、2018 年度

入試より選択科目に「数学」を追加し、志願者数逓減に⻭⽌めをかけることができた。

・地域的多様性の確保とジェンダーバランスに貢献している指定校推薦入試に加え、さらに学生の多様化を進める観点

から「新思考入試(地域連携型)」を 2019 年度入試より導入することとし、これまでとは異なる志願者層を開拓した。

・広い視野を持つ学生や地方からの学生など多様な学生を積極的に受け入れるポリシーに基づき、大学入試センター

試験利⽤⼊学試験に引き続き、大学入学共通テストを利⽤した多教科による入学試験を 2021年度以降も採用

していくことを決定した。

・厳格な定員管理の観点から各種⼊学試験における募集⼈員の適正化が求められることにより、また、⾼⼤接続の取

り組みの一環として、2016 年度より附属校・系属校との連携強化および推薦入学希望者受入数の⾒直しを図って

きているが、早稲田高校に続き、高等学院についても一定の到達点に達した。

法学研究科

・先端法学専攻(現代アジア・リージョン法 LL.M.コース／知的財産法 LL.M.コース)の開設初年度に 74人(46 人／

28人)の志願者を獲得し、41人(27人／14人)が入学した。既存専攻においても自己推薦入試の複数回実施な

どもあり、修士課程全体で志願者199人(前年度から 90 人増)と裾野を広げることができ、入学者も 96 人(53 人

増)と定員 80 人を充足した。博士後期課程も志願者 30人(5 人増)・入学者 25人(11 人増)と堅調であった。

・修士課程への多様な学生の受け入れを目的として、新たに学内AO入試を導入した。また、法務研究科から研究者

の道に進路を変更する人材を受け入れやすくすることを目的として、博士後期課程の出願要件⾒直しを検討し、

2019 年度入試からの実施を決定した。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

法科大学院と法学部等との教育連携を実現するため、法曹コース等による法学教育を法学部と連携して実施し、法

学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科によ

り進めている。その過程において、法曹コース修了予定者が法務研究科への進学する場合の⼊学者選抜⽅法(特別

選抜)についても併せて検討を開始した。なお、法務研究科では、すでに、2018年度⼊試より、早期卒業または飛び

⼊学を利⽤する「学部 3年次⽣特別⼊試枠」を設置し、法学部 3年・法科⼤学院 2年の法曹養成を先⾏させて

いる。2018年度⼊試では志願者が少なかったが、2019年度⼊試では志願者は⼤幅に増加した。さらに、広報戦

略委員会設置による広報活動の拡充(次項参照)、「人材発掘」入試等の入試改革が効を奏したか、全体の入学

者数も定員の 9割を超える状況（過去最⾼の充⾜率）である。

・多様な媒体や機会を利⽤した広報宣伝活動を積極的・戦略的に展開した。紙媒体のパンフレットやプロモーションビデ

オの他、2018年度からは広報⽀援ツール(トートバック)を作成し、それらを利⽤して広報活動を展開した。また、全国

各地での学部生向け進学説明会開催を継続する中で、地方4大学と教育連携に関する協定を結び、より密接な関

係性を築き、今後の地⽅の優秀な学⽣の確保に繋げていくための基礎作りを⾏った。その延⻑として、連携関係にあ

る大学を中心に、2020年度から予定されている法学部3年・法科⼤学院 2年の法曹⼀貫教育を視野に入れ、他

大学法曹コースと法務研究科との接続に関する法曹養成連携協定締結を想定した準備協定を地方 3大学・都内

1大学と締結し、その連携事業の一項目として法曹志願者ガイダンスの実施を盛り込んだ。
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（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況等－

法学部

・法学基幹教育・リーガルマインド涵養を担う学部として、広範かつ複雑な社会問題に的確に対応する人材を育成・輩

出するポリシーのもと、主専攻法学演習論⽂の単位化、教養演習の履修開始時期変更、外国書研究・教養演習

の区分変更など、少人数教育強化とも重なるカリキュラム上の⾒直しを 2018年度より実⾏に移した。

・「Waseda Vision 150 先端⽐較法教育システム」実現に向けた学部戦略枠⼈事を進め、IT Law、Asian Law

担当教員（テニュアトラック）の公募に踏み切った。しかしながら、結果的には両担当教員とも採用には至らなかった。

・法律学習相談室による学習⽀援体制の充実とともに、法律科⽬、特に⼤教室の講義型授業を中心とする 20科目

に高度授業TA を活用しながら、教育効果の一層の向上を図った。

・課外のアクティブリサーチ活動を後押しする「とびだせ！ 都の⻄北」法学会助成プログラムの仕組みを作り、早稲田法

学の⽬指す理念につながるリーガル・リサーチに法学部⽣（開設初年度は２つのグループ計８人）がトライすることと

なった。

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における議論を踏まえ、法学部と法科大学院

とが連携して体系的・⼀貫的な教育課程を編成し、法曹志望者に対して学部段階からより効果的な教育を⾏うた

め、法学部と法務研究科が協働して法学部に「法曹コース」を創設することを決定し、法学部3年・法科⼤学院2年

の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を継続している。なお、2020 年度の２年次より設置予定

とされているため、2019年度の1年導入講義「法曹の仕事を知る」と1年法曹演習（実務家出⾝教員が担当）を

推奨科目として位置づける⼿⽴てを講じた。

法学研究科

・先端法学専攻（現代アジア・リージョン法 LL.M.コース、知的財産法 LL.M.コース）を開設した。開設初年度となる

2018 年度は、現代アジア・リージョン法 LL.M.コース(英語学位プログラム)では、広域アジアの多様な課題に関係す

る法的問題を体系的に学ぶといった、内外のどの大学にもないテーマを掲げ、アジア・欧米・オセアニアなど 13 か国から

入学者を獲得するプレゼンスを確⽴した。知的財産法 LL.M.コースは、知的財産に関わる法について理論と実務の

両輪から体系的に学ぶプログラムとし、弁護⼠・弁理⼠・企業法務所属者・公務員等、ハイレベルな入学者が集まっ

た。社会⼈対応として夜間の⽇本橋キャンパス開講や早稲⽥キャンパスとの同時中継を利⽤した双⽅向授業などを

展開し受講者から高評価を得ることとなった。さらに⽂科省実践⼒育成プログラム(BP)認定も得た。

・MD⼀貫の⺠事法学・公法学・基礎法学専攻においては、博⼠後期課程進学率や博⼠学位授与数などの実績を

維持しつつ、指導体制・論⽂審査等における論点を整理する一方、修⼠においては「法学研究の基礎」に⾼度授業

TA を導⼊し、博⼠においては論⽂審査体制の充実・⼀層の透明化を図るなど、実現可能な取り組みを実施した。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

法科大学院と法学部等との教育連携を実現するため、法曹コース等による法学教育を法学部と連携して実施し、法

学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科によ

り進めている。その過程において、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続する体系的な教

育課程を編成するための協議を法学部と法務研究科とで進め、教育連携のための協定作成の準備を実施した。な

お、法務研究科では、すでに、2018年度⼊試より、早期卒業または⾶び⼊学を利⽤する「学部3年次⽣特別⼊試

枠」を設置し、この入試枠での入学者には、アカデミック・アドバイザーを付けて学修サポートを充実させ、クラス編成等

を考慮した即戦⼒法曹育成コースに連動できる特進コースを設けて、学部 3年・法科⼤学院 2 年の法曹養成を先

⾏させている。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

比較法研究所

・全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に取り組み、地球や人類の持続可能性を脅か

す具体的な事象における近代法の功罪と改革案を批判的、実証的に研究し、かつ理論化して学問体系化すること

を目標としている。これと連携する形で、⽐較法研究所創⽴ 60周年記念国際シンポジウム「持続可能な社会のため

の法を求めて―Law and Sustainability 学の推進」を 9 月 29 日(土)〜30 日(日)に開催し、130 人余りの参

加者により終始活発な議論が展開された。本記念事業には末延財団（比較法招聘事業による助成150万円）、

江草基⾦（国際研究集会開催助成 75 万円）より外部資⾦を獲得することができた。なお、４つのクラスタ（土地

利⽤クラスタ、企業・企業⾏動クラスタ、環境法クラスタ、ケア社会クラスタ）が順次セミナーを開催し、研究の進捗を

報告するとともに問題意識の共有と課題の掘り下げを⾏い、全体討議を経て創⽴ 60 周年記念国際シンポジウムに

収斂させる方式をとった。

・中国社会科学院法学研究所との交流協定締結25周年を迎え、この間の交流を振り返る記念シンポジウム「⽇中

共同シンポジウム2018 学術交流２５周年記念 過去２５年間にみる⽇本法・中国法の変化と特⾊」を7月21

日(土)に開催した。

・23 件の共同研究プロジェクトが活動した。このうち、「AI（人工知能）と法」は新規プロジェクトである。

・現代の最先端問題を比較法的に検討する学問的企画（テーマセミナー）として「仮想通貨」を取り上げ、11 月 28

日(水)にシンポジウム「仮想通貨はどこへ向かうのか」を開催した。255 名（うち学生 212名）参加。

・ジェンダー研究所共催（早稲田大学法学会、ダイバーシティ推進室後援）のもと学生の主体的な参加型学際的公

開イベント『「逃げるは恥だが役に⽴つ」⼤分析 －ジェンダー・法・社会－』を6月28日(木)に開催した。138名（う

ち学生は政経 1、法 97、文構･文 1、教育 3、社学 1、国教 1、人･スポ 4、院生 3名）参加。

・理⼯学術院との連携を図り、共同研究プロジェクトを⽴ち上げた。5月 18日(⾦)には発起セミナー「創発型ロボット・

AI・深層学習の現状と社会への応用」、11 月 26 日(月)には研究会「AIの開発・利⽤と刑事規制」を開催した。

・学際セミナーとして「「日系人」の法的地位からみるナショナリティと出自の考察」を 10月31日(木)に開催した。13名

（うち学生 5名）参加。また、映画上映会「それでも僕は帰る 〜シリア 若者たちが求め続けたふるさと〜」を 12月

6日(木)に開催し、世界正義（グローバル・ジャスティス）に対する理解を深めた。47 名（うち学生 42 名）参加。

・公開講演会を２７回（参加者数は延べ 758 名、うち学生 421名）、 シンポジウムを６回（延べ 565名、うち

学生 280名）、公開セミナー２件、公開ワークショップ３件を開催した。

・「⽐較法学」第５２巻第１〜３号を出版するとともに、査読制度の検討を開始した。叢書第46号 『近代法の形

成と実践－19世紀日本における在野法曹の世界』（翻訳）、「Waseda Bulletin of Comparative Law」（英

⽂年報）第 37 号 を出版し、さらに、Web サイトのオンライン・ジャーナルにおいて「インドにおける義務・拘束的仲裁

の導入に関する一考察」を掲載し、「日本法トピックス」において日本法情報を英文で発信した。

・2017年度活動報告書（⽇・英）をまとめ、ダイジェスト版パンフレットを作成した。

法務研究科・法務教育研究センター

・2016年度から実施している法務教育研究センターを中⼼としたリカレント教育プログラムを改善しながら実施した。特

に、各種講座（「法務リカレント講座・セミナー」「法律基礎講座」）、各種イベント（講演会、シンポジウム、キャリア

説明会等）を充実させた。そのため、従来のWeb サイト、メール配信等による広報に加えて、教員や稲門法曹会等

の協⼒を得ながら、広範な広報宣伝活動を展開し、参加者数の増加を図るための活動を⾏った。また、その成果を

掲載した紀要「法務研究論叢」の第３号を 8⽉に発⾏した。

・法務教育研究センターでは退職教員等を招聘研究員として受け入れ、科研費による研究活動を推進した。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

法学部

・法学部独⾃の短期留学プログラムであるハワイ大学ロースクールスタディプログラムを軌道に乗せ、３期目も 10名を選

考して実施した。同プログラムは 1〜3年⽣を対象に実施しているが、1期⽣が⻑期留学や大学院進学をするなど、

⼀過性の短期プログラムに留まらない教育効果が確認できる。この他、海外の語学学校を除き、中・⻑期 35 名、短

期 51名の計 96名が留学した（前年度より９名減であるが学生数を減少させているため同水準と言える）。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースに⼊学した留学⽣の⽣活/学習⽀援を学⽣間で⾏うバディ制度を設け、大学院

生のみならず法学部⽣にも募集を⾏ったところ 90 名近くから手が上がり、法学部生の中に潜在する一定数の海外志

向、国際交流志向が明らかになった。選考を通過した 10名は留学⽣と活発な交流を⾏い、法学部⽣にとっても良い

機会の提供となった。

法学研究科

・これまで法学研究科内の留学⽣は⽇本語に堪能な中国⼈学⽣が⼤半であったが、現代アジア・リージョン法 LL.M.コ

ースに所属する 13 か国の学生が加わったことで、一気に研究科内の多様化が進んだ。研究科学生の自習スペースで

ある２号館専修室では、既存専攻に所属する日本人学生と LL.M.コース学生がともに学び、交流している姿が⾒ら

れるようになった。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースのプレプログラムとして、2018 年 3月末にスタンフォード大の教員および学生との

共同講座を実施した。同プログラムは知的財産法 LL.M.コース、既存専攻の修士学生にも開放され、英語による活

発なディスカッションが⾏われた。

・末延財団比較法・外国法研究教育プロジェクト助成（2017〜2019年度）を活⽤し、院⽣⾃発研修助成プログ

ラム（中国と⾹港で⾏われたシンポジウム・学会にて発表、論⽂投稿）、⽐較法セミナー「⽇中知的財産院⽣勉強

会」（中国の講師・院⽣と同⼀テーマについて⽐較討論）、博⼠国際交流フォーラム（ルーヴァン・カトリック⼤学の博

士学生 6名が来⽇し、相互報告討論会）、校閲費補助制度（海外学術雑誌への論⽂投稿、学会発表原稿の

校閲を補助）により、主に博士後期課程の学生の国際的な研究活動を促進した。

・毎年 10⽉に開催される北京⼤学留学フェア、中国政法⼤学留学フェアに、⽇本の⼤学として東京⼤学と本学術院

のみが招待を受けた。前学術院⻑と法学研究科職員が出張し、主に現代アジア・リージョン法 LL.M.コースの紹介とリ

クルーティングを⾏った。

・英語学位プログラムである現代アジア・リージョン法 LL.M.コースの開設をきっかけとして、海外の大学より箇所間協定、

ダブルディグリーの打診が数多く寄せられている。開設初年度はプログラムの確実な遂⾏を⽬的として、どの⼤学とも具

体的な交渉をしない方針としつつも、今後の展開について検討を進めた。

法務研究科

・法科⼤学院教育における法曹としての付加価値付与機能の強化を⽬指しており、この中で国際化への対応⼒強化

を掲げている。社会のグローバル化に伴い、企業法務のみならず、⺠事事件、家事事件の分野においても、国際的視

点を持った法曹の輩出が急務であることは、論を待たない。法務研究科では、(1)交換協定に基づく留学、(2)海外

エクスターンシップへの派遣、(3)コンソーシアムを組む海外ロースクールにおけるGlobal Forumへの派遣、(4)本研究

科で実施される Transnational Program への参加、(5) 英語で実施される授業の履修を求めるグローバル・ビジ

ネス・コースの設置、(6)外国学⽣との授業内外における交流、(7)アジア諸国の法曹育成支援、そして(8)新たな海

外学術交流先の開拓といったプログラムを重層的に提供することにより、様々な学習段階において利⽤可能な国際的

な経験・学修の機会を与え、法曹に求められる国際感覚を学生に養わせることを目的とする重層的な国際化プログラ

ムを実施している。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

Lawyers’ Salon

法曹のロールモデルを示して学生に法曹への関心を喚起する、オムニバス講義の正規科目「法曹の仕事を知る」とは別

に、課外の取り組みとして、早い段階から法曹の実情や法科⼤学院進学と予備試験とを正しく理解し、法曹進路への

関心を高めることを⽬的とし、若⼿法曹等と近い距離感で交流するプロジェクト「Lawyers’ Salon」を企画し、すぐさま

実⾏に移した。早稲田大学リーガル・クリニックの協賛を得て実施し、以下のとおり初年度としては好評を博した。

第 １回 4月 5日(木) 先輩弁護士と語ろう! 参加者数（以下、同じ）３４名

第 ２回 5月 18 日(⾦) 法律事務所訪問(早稲田大学リーガル・クリニック) １５名

第 ３回 6月 21 日(木) 先輩弁護⼠と裁判を傍聴しに⾏こう! １０名

第 ４回 7月 2日(月) 先輩弁護⼠と裁判を傍聴しに⾏こう! ７名

第 ５回 8月 5日(日) オープンキャンパス企画：⾏列のできる?!早稲⽥法律事務所 ８名

第 ６回 10月 5日(⾦) LAW & TECH TALK!（情報通信業法務部） ５１名

第 ７回 10月 19日(⾦) LAW & TECH TALK!（情報通信業法務部） ４５名

第 ８回 11月 7日(水) LAW & TECH TALK!（IT 企業家 弁理⼠） １４名

第 ９回 11月 16日(⾦) LAW & TECH TALK!（法務人材・法務部・弁護士必須の交渉術） ２３名

第 10回 12月 6日(木) LAW & TECH TALK!（テクノロジー社会における法律と経営管理） ４０名

第 11回 12月 20日(木) LAW & TECH TALK!（法律会計事務所） １６名

第 12回 12月 27日(木) 法律事務所訪問（ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ･⽑利･友常法律事務所） ３４名（定員制・先着）

⼥性法曹輩出促進プログラム

⼥性法曹輩出促進プログラムもまた、付加価値を有する多様な⼈材を法曹として輩出するという法務研究科の理念を

実現するための取り組みである。本プロジェクト（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）は、2015年4

月の始動後、(1)学⽣に⻑期的な法曹としてのビジョンを持たせることを⽬的とした、社会で活躍する⼥性法曹を招いた

講演会等の実施、(2)学⽣が⾝近なロールモデルやメンターを得ることを⽬的とした、⾝近な⼥性法曹との交流会の実

施、(3)⼥性の学⽣に対する具体的な学修⽀援等の実施、の３つの柱を⽴てて活動を実施してきた。2018 年度は、

他⼤学と共催実施したシンポジウム「ロースクールに⾏こう！⼥性法律家はこんなに⾯⽩い！」、ロールモデルとしての若

⼿⼥性法曹との交流会「⼥性法曹カフェ」、⽉例実施の待機型学内交流会「おしゃべりカフェ」、⼥⼦⼤ 2 校への出張

説明会、などを実施した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

法学部

・2021⼊試実施要項の⾒直しに係る予告対応が求められるばかりでなく、厳格な定員管理、⼤学⼊学共通テスト、

帰国生・外国学生入試の体制など喫緊の課題が迫っているが、2021 入試改革をターゲットにするばかりではなく、ア

ドミッション・ポリシーの点検とともに、⼊学試験制度構想委員会を中⼼に据えて取り組むこととしている。

・現実的な課題としては、⼀般⼊試における解答の公表への対応や選択科⽬の検討、⼤学⼊学共通テストの利⽤⽅

法や日程等の検討、帰国生・外国学生入試そのもののあり方の検討、附属校・系属校との連携強化および推薦希

望者受入数の適正化に向けたさらに具体的な交渉等が挙げられる。

法学研究科

・先端法学専攻（現代アジア・リージョン法 LL.M.コース／知的財産法 LL.M.コース）については、引き続き積極的な

入試広報を進め、さらなる知名度とプレゼンスの向上を⽬指す。

・⺠事法学・公法学・基礎法学専攻についても、法学部生の内部進学促進やAO⼊試を利⽤した修⼠学⽣の獲得、

法務研究科や法曹界からの博士課程進学者獲得に努め、我が国における法学研究者養成大学院としての使命を

引き続き担う。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019年度春学期頃には関係法令が公布・施⾏されることが予想される。2018 年度からの検討を踏まえ、法学部

3年・法科⼤学院 2年の5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科により継続

実施していく。その過程において、法曹コース修了予定者が法務研究科への進学する場合の⼊学者選抜⽅法(特別

選抜)を確定していく。なお、2018年度⼊試より実施している「学部 3年次⽣特別⼊試枠」は、2020年度⼊試に

おいても実施する予定としている。

・引き続き、多様な媒体や機会を利⽤した広報宣伝活動を積極的・戦略的に展開していく。また、全国各地での法学

部生向け進学説明会開催を継続していく。また、他大学法曹コースと法務研究科との接続に関する法曹養成連携

協定締結を想定した準備協定を締結した地方 3大学・都内 1⼤学を中⼼に法曹志願者ガイダンスの実施を⾏って

いく。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－

法学部

・2018〜2021⼈事計画を執⾏するとともに、獲得に至らなかった「Waseda Vision 150 先端比較法教育システ

ム」実現に向けた学部戦略枠⼈事計画を⾒直す。また、⼈事調整委員会において、2022年度以降の次期⼈事計

画策定に向けた準備を進める。

・法学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を継続する⼀⽅で、１年

導入講義「法曹の仕事を知る」の科⽬区分と曜⽇時限を変更し、1年法曹演習（実務家出⾝教員担当）とともに

「法曹コース」における推奨科目として位置づけ、潜在的法曹志望者を把握するなど、「法曹コース」設置に向けた準

備を進める。

・⾼度授業 TA 導入科目を 22科⽬へ増やし、ディスカッション⽀援、論点整理・法律答案作成⽀援、教材作成⽀援

等を通じて教育効果のさらなる向上を図る。

・多様な進路選択に資するよう３年卒業要件を⾒直し、また、法学研究科設置科⽬の先取り履修を可能とする。



7

・法律学習相談室による学習⽀援体制を強化し、授業支援のみならず、教科書・参考書の選び方、法的文章や演

習論⽂の書き⽅、判例データベースの使い⽅、⽂献検索やその引⽤⽅法、法務研究科進学や司法試験・予備試験

に向けた勉強方法など⼀層充実させるとともに、法律学習に躓いた学生、問題を抱えた学生にもさらに利⽤しやすい

環境を整える。

・⼤学総合研究センターと連携し、成績分析を通じた多⾓的学⽣⽀援に試⾏的に取り組む。

法学研究科

・修士課程の教育研究の底上げを目的とし、招聘外国人講師による集中講義の複数開設、英語による日本法発信

のための法学情報収集、論⽂作成のためのリサーチ⼒強化に重きを置いた授業等の新規開設について検討を進め

る。なお、必要となる財源を確保するために、末延財団の寄付講座公募申請を⾏う。

・「法学研究の基礎」のみならず、⾼度授業TAを13科⽬に導⼊し、演習科⽬においても⼀層の⾼度化を図るとともに

後に研究者となる大学院生の豊かな教育経験にもつなげる。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019年度春学期頃には関係法令が公布・施⾏されることが予想される。法学部3年・法科⼤学院 2年の 5年⼀

貫法曹養成教育システムを構築するための協議を2018年度からの検討を踏まえ、法学部と法務研究科により継続

実施していく。その過程において、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続する体系的な教

育課程の編成及び教育連携協定の締結のための協議を法学部と法務研究科により進めていく。また、連携協定のた

めの準備協定を結んだ地域の各大学との間で、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続す

る体系的な教育課程の編成及び教育連携協定の締結を進めていく。なお、法務研究科では、すでに、2018 年度

⼊試より、早期卒業または⾶び⼊学を利⽤する「学部 3年次⽣特別⼊試枠」を設置し、この⼊試枠での⼊学者に

は、アカデミック・アドバイザーを付けて学修サポートを充実させ、即戦⼒法曹育成コースに連動できる特進コースを設け

て、法学部 3年・法科⼤学院 2年の法曹養成を先⾏させている。この「学部 3年次⽣特別⼊試枠」は、2020 年

度⼊試においても実施する予定としている。

・法学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システム構築に伴う法務研究科既修者コースのカリキュラ

ム改訂に着⼿し、議論を進めていく。また、全国の法科⼤学院の中で最も多く未修者から法曹を輩出してきた伝統を

持続しつつ、未修者学修サポートの充実などにより未修者教育のさらなる改善と併せて法務研究科未修者コースのカ

リキュラム改訂に着⼿し、議論を進めていく。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

比較法研究所

・比較法研究所創⽴ 60 周年記念事業の成果をまとめる。社会の持続可能性を損ねる現⾏法制度や諸前提を批判

的に検討する創⽴ 60 周年記念国際シンポジウムと、このシンポジウムに向けて⽴ち上げた４つのクラスタ（⼟地利⽤

クラスタ、⾦融・企業⾏動クラスタ、環境法クラスタ、ケア社会クラスタ）がシンポジウム後も順次ワークショップを開催し

て研究課題を掘り下げ、全体討議を⾏い、１０⽉のシンポジウムで研究結果を発表するとともに、出版原稿にまとめ

ていく。

・全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に引き続き取り組むとともに、「AI/ロボットと法」

を全所的研究教育プロジェクト「先端技術と法」に発展させて本格的に活動を開始し、現在は技術的側面のみが注

⽬されている先端技術を社会に導⼊する際に、解決しておくべき法学的課題、整備すべき法制度等について、理⼯

学と法学の双方の視点から検討を加える。

・中国社会科学院法学研究所との学術交流を継続し、９⽉にシンポジウム「新技術と法」を北京で開催する。なお、こ
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の事業には野村財団の国際交流助成を獲得する。

・２１件の共同研究プロジェクトを⾏う。

・テーマセミナーとして「スポーツと法」を取り上げる。法学部横川敏雄記念公開講座と連携し、広く学⽣、社会⼈に開か

れたものとする。

・研究成果を広く学内外に還元するために、自主企画および研究所員の申請により学内外から講師を招き、公開講演

会やシンポジウムを開催する。また、教育貢献の一環として学生に開かれた学際セミナーを企画・実施する。

・「⽐較法学」第５３巻第１〜３号、叢書第４７号 『法の支配と法治主義』（翻訳）、「Waseda Bulletin of

Comparative Law」（英⽂年報）第３８号 を出版する。なお、「比較法学」第５４巻第１号より、論説原稿に

ついては査読制度を導⼊することとし、その準備を進める。

法務研究科・法務教育研究センター

・2016度から実施している法務教育研究センターを中⼼としたリカレント教育プログラムをさらに改善しながら、実施す

る。特に、各種講座（「法務リカレント講座・セミナー」「法律基礎講座」）、各種イベント（講演会、シンポジウム、キ

ャリア説明会等）を充実させる。そのため、従来のWeb サイト、メール配信等による広報に加えて、教員や稲門法曹

会等の協⼒を得ながら、広範な広報宣伝活動を展開し、参加者数の増加を図っていく。また、その成果を掲載した紀

要「法務研究論叢」を定期的に発⾏していく。法務教育研究センターに退職教員等を招聘研究員として積極的に受

け入れ、科研費による研究活動を活性化していく。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

法学部

・法学部独⾃の短期留学プログラムであるハワイ大学ロースクールスタディプログラムを確実に運用し、帰国後の高い動

機づけにつなげるとともに、学部レベルでの法学専攻が存在しないアメリカを含め、英語圏への留学を促進するため、法

律選択科⽬に単位認定可能な英語科⽬を提供している海外大学の調査を進める。

・留学センターと連携し、留学プログラム参加学⽣に対する学外奨学⾦の獲得や「海外への学⽣引率プログラム助成制

度」の⼀層の活⽤を図る。

法学研究科

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コース（各国、マクロ・リージョン、グローバルの各次元と相互交差により法が生成する

現代の状況を的確に把握し、法的視座をもってグローバルに活躍できる⼈材を育てる知識拡⼤型コース）の魅⼒やユ

ニークさを維持・発展させることにより、結果として、多国からの志願や海外大学からの連携オファーが続く状況をキープ

する。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースを中心とした海外大学との箇所間協定、ダブルティグリー設置に向けた具体的検

討を⾏う。さしあたり、教員学⽣交流の実績ができつつあるベルギーのルーヴァン・カトリック大学を候補として交渉を開

始する。

・末延財団⽐較法・外国法研究教育プロジェクト助成の最終年度として、博⼠後期の学⽣を中⼼として国際的な研

究活動をさらに支援する。

法務研究科

・法科⼤学院教育における法曹としての付加価値付与機能の強化を⽬指しており、この中で国際化への対応⼒強化

を掲げている。社会のグローバル化に伴い、企業法務のみならず、⺠事事件、家事事件の分野においても、国際的視

点を持った法曹の輩出が急務であることは、論を待たない。法務研究科では、(1)交換協定に基づく留学、(2)海外

エクスターンシップへの派遣、(3)コンソーシアムを組む海外ロースクールにおけるGlobal Forumへの派遣、(4)本研究

科で実施される Transnational Program への参加、(5) 英語で実施される授業の履修を求めるグローバル・ビジ



9

ネス・コースの設置、(6)外国学⽣との授業内外における交流、(7)アジア諸国の法曹育成支援、そして(8)新たな海

外学術交流先の開拓といったプログラムを重層的に提供することにより、様々な学習段階において利⽤可能な国際的

な経験・学修の機会を与え、法曹に求められる国際感覚を学生に養わせることを目的とする重層的な国際化プログラ

ムを実施している。これらのプログラムを継続実施し、派遣留学⽣、グローバル・ビジネス・コースの修了者および学内で

の国際プログラムへの参加者を増加させていく予定である。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

Lawyers’ Salon

早稲⽥⼤学リーガル・クリニックに加えて早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所の協⼒も得て、若⼿法曹等と近い距離感

で交流するプロジェクト「Lawyers’ Salon」の２年⽬を充実させる。特に、法学部１・２年⽣が活発な質疑応答に参

加する企画を実現に移す。

さらに、附属校・系属校から来学（あるいは説明会や模擬授業のため訪問）する機会に、早稲田大学リーガル・クリニ

ックの若⼿弁護⼠が法曹の仕事を伝える企画を組み合わせることも模索したい。

⼥性法曹輩出促進プログラム

⼥性法曹輩出促進プログラム（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）の (1)学⽣に⻑期的な法曹と

してのビジョンを持たせることを⽬的とした、社会で活躍する⼥性法曹を招いた講演会等の実施、(2)学生が身近なロー

ルモデルやメンターを得ることを⽬的とした、⾝近な⼥性法曹との交流会の実施、(3)⼥性の学⽣に対する具体的な学

修⽀援等の実施、の３つの柱を中⼼に活動を実施していく。未だ必ずしも社会における⼥性法曹の数が⼗分ではない

現状に鑑み、法務研究科から付加価値を有する⼥性法曹の輩出を積極的に促進するための次の 5 つの総合的な取

組を⾏っていく。①⼥性が法曹になることの魅⼒ややりがいを⼥⼦中⾼⽣、学部⽣に伝え、より多くの⼥性に法曹を志し

てもらうための説明会やシンポジウムの開催、②他の法科⼤学院や⽇本弁護⼠連合会、⼥性法律家協会等、関連

機関と協働し、⼥性法曹を輩出することの意義を広く社会に広めるネットワーク活動、③学生に付加価値を有した法曹

としてのビジョンを持たせることを⽬的とした講演会等の実施、④学⽣が⾝近なロールモデルを得ることを⽬的とした交流

会の実施、⑤在学中の出産育児を経る者を含めた⼥性の学⽣に対するきめ細かい具体的な学修⽀援等の実施。

以 上


